
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料１】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（区報第一面の全面を使った周知記事） 

 
（手渡しやすい名刺サイズの媒体ツール） 

【 資料編 】 
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　- JOBOTAの理念・目標 -

　　踏み出す力を育む相談員（相談所）であろう。

◇一人ひとり人間には力、可能性がある。その力を発見し、利用者の認識にし、足を

◇人々を孤立させてはならない－困窮者に寄り添える相談員（相談所）であろう。

◇電話・来所した気持ちを思いいたし、想像できる相談員（相談所）であろう。

◇相談者の置かれている状況・気持ちを受容・共感できる相談員（相談所）であろう。

◇他機関と連携し支援できる力をもつ相談員（相談所）であろう。

【資料２】 

【資料４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事者が弁護士や司法書士を介して話合いを行い、今後の返済方法を決める手続きです。

多くの場合、３年から５年くらいの期間内に、分割で支払う、というのが具体的な返済方法

になります。

破産手続開始及び免責許可の申立てをすることをいい、債務者が経済的に破たんした場

合に、債務者自身が裁判所に申立てを行い、裁判所が債務者の財産を債権者に公平に

分配するための手続きです。免責が許可されると法律上、借金の返済義務がなくなります。

小規模個人再生と給与所得者等再生の２種類の手続に分けられますが、いずれも、返済

すべき債務額を民事再生法の定める方法によって減額し、３年（特別な事情があれば、

最長５年まで延長することができます。）間の分割払で返済するための手続きです。

債務の返済ができなくなるおそれのある債務者の経済的再生を図るため、簡易裁判所で

行われる調停の手続きです。債権者と債務者が返済方法について合意した場合、裁判所

で調停調書を作成します。

個人再生

任意整理

自己破産

特定調停

【資料３】 

（※ＪＯＢＯＴＡ活用の法テラス（日本司法支援センター）リーフレットより引用（抜粋）） 

（就労準備支援プログラムの案内チラシ） 
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【資料５】 

（学習支援事業の案内チラシ） 
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【資料６】 

（学習サポーターのためのマニュアル（全 51 ページ）） 
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【資料７】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（庁内外で連携のため使用しているリーフレット） 
【資料８】 

 
（「第２次八幡市地域福祉推進計画【概要版】」から掲載－平成 30 年７月に地域包括支援センターや障が 

い児・者相談支援事業所勤務等の専門職 20 人前後で『むすびの談活』を実施、さらに年度内に、市報 

などにより市民の参加を募って『めばえの談活』、モデル地区において『まちの談活』を実施する予定。 
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【資料 11】 

【資料９・10】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（なんでも相談会の案内チラシ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（お金のセミナー開催の案内チラシ） 

（ポスティング用の出張相談会案内チラシ） 
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【資料 12】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【委託業務の内容】

※具体的な場所及び開所日・時間については、受託団体の提案を受け、沖縄県所管課及び

　委託団体と協議の上決定する。

相談支援業務」という。）

　談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う業務の一部。

　者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために

　必要な訓練等を行う事業）の利用についてのあっせんを行う業務の一部。

　他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が一体的かつ計画的に行われるための

　援助等を行う業務の一部。

※連絡支援員は、受託団体の他の業務との兼務も可とし、当該業務が発生した場合に適切

　に対応することとする。

ア 生活と就労に関する問題及び、その他の自立に関する問題につき、生活困窮者からの相

イ 生活困窮者に対し、就労訓練事業（雇用による就業を継続して行うことが困難な生活困窮

ウ 生活困窮者に対し、当該生活困窮者に対する支援の内容等を記載した計画案の作成その

（３）連絡支援員の配置

ア 上記（１）～（２）の業務を担う連絡支援員を１名以上配置する。

（１）久米島町における生活困窮者相談窓口の設置・運営業務

ア 相談窓口を、久米島町内に１箇所設置しこれを運営する。

（２）久米島町における生活困窮者自立相談支援に係る業務の一部（以下「久米島町における

（沖縄県労福協と久米島町社協との委託契約における委託業務仕様書から引用（抜粋）） 
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【資料 13】 

 

（就労準備支援（集団）プログラムの案内チラシ（県ホームページにも掲示）） 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 帳票編 】 

【帳票１-1】「プラン兼事業等利用申込書（表）」 

 

（自立相談支援機関における使用帳票類標準様式 記載見本 ＜平成 27 年度用改訂版＞ 

みずほ情報総研株式会社 平成 27 年 3 月 25 日 厚生労働省 平成 26 年度セーフティ 

ネット支援対策等事業（社会福祉推進事業）自立相談支援事業における使用標準様式の 

 実用化に向けた調査研究） 
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【帳票１-2】「プラン兼事業等利用申込書（裏）」 
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【帳票２】「相談時家計表」 
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注）上記は紙幅の関係で割愛しているが、３年先程度まで作成することが望ましい。 

【帳票３】キャッシュフロー表 

 


